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○
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
（
抄
）

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
・
ニ

（
略
）

三

公
共
下
水
道

主
と
し
て
市
街
地
に
お
け
る
下
水
を
排
除
し
、
又
は
処
理
す
る
た
め
に
地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
下
水
道
で
、
終
末
処
理
場
を
有
す
る
も
の
又
は

流
域
下
水
道
に
接
続
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
汚
水
を
排
除
す
べ
き
排
水
施
設
の
相
当
部
分
が
暗
渠
で
あ
る
構
造
の
も
の
を
い
う
。

き
よ

四
～
九

（
略
）

（
事
業
計
画
の
策
定
）

第
四
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
公
共
下
水
道
を
管
理
す
る
者
（
以
下
「
公
共
下
水
道
管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
公
共
下
水
道
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
（
都
道
府

県
が
設
置
す
る
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
業
計
画
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
）
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
５

（
略
）

６

前
各
項
の
規
定
は
、
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
（
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
事
業
計
画
の
策
定
）

第
二
十
五
条
の
十
一

（
略
）

２

流
域
下
水
道
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
（
市
町
村

が
設
置
す
る
流
域
下
水
道
の
事
業
計
画
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
）
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
６

（
略
）

７

前
各
項
の
規
定
は
、
流
域
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
（
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
準
用
規
定
）

第
二
十
五
条
の
十
八

第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
一
条
の
二
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
二
条
の
九
ま
で
、
第
十
二
条
の
十
一
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条

の
二
ま
で
、
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
の
二
ま
で
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
流
域
下
水
道
（
雨
水
流
域
下
水
道
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「
排
水
区
域
内
の
他
人
の
土
地
又
は
建
築
物
に
立
ち
入
り
、
排
水
設
備
、
特
定
施
設
、
」
と
あ
る
の
は
「
他
人
の
土
地
又
は
建
築
物
に

立
ち
入
り
、
流
域
下
水
道
（
雨
水
流
域
下
水
道
を
除
く
。
）
に
接
続
す
る
排
水
施
設
、
特
定
施
設
又
は
」
と
、
第
十
八
条
の
二
中
「
当
該
公
共
下
水
道
」
と
あ
る
の
は
「

当
該
流
域
下
水
道
（
雨
水
流
域
下
水
道
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
当
該
流
域
下
水
道
に
係
る
流
域
関
連
公
共
下
水
道
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。
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２

第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
三
条
の
二
ま
で
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
雨
水
流
域
下

水
道
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
国
土
交
通
大
臣
又
は
環
境
大
臣
の
指
示
）

第
三
十
七
条

国
土
交
通
大
臣
（
政
令
で
定
め
る
下
水
道
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
）
は
、
公
衆
衛
生
上
重
大
な
危
害
が
生
じ
、
又
は
公
共
用
水
域
の
水

質
に
重
大
な
影
響
が
及
ぶ
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
共
下
水
道
管
理
者
、
流
域
下
水
道
管
理
者
又
は
都
市
下
水
路
管
理
者
に
対

し
、
公
共
下
水
道
、
流
域
下
水
道
又
は
都
市
下
水
路
の
工
事
又
は
維
持
管
理
に
関
し
て
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

○
下
水
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
四
十
七
号
）
（
抄
）

（
事
業
計
画
の
決
定
及
び
変
更
）

第
三
条

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
法
第
四
条
第
一
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
計
画
を
定
め
、
又
は
事
業
計
画
の
変

更
（
第
五
条
の
二
の
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
決
定
又
は
変
更
に
係
る
予
定
処
理
区
域
又
は
工
事
の
着
手
若
し
く
は
完

成
の
予
定
年
月
日
を
公
示
し
て
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
し
利
害
関
係
人
に
意
見
を
申
し
出
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
共
下
水
道
に
係
る
事
業
計
画
の
協
議
の
申
出
）

第
四
条

公
共
下
水
道
管
理
者
は
、
法
第
四
条
第
二
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
の
協
議
を
申
し
出
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
申
出
書
に
事
業
計
画
を
記
載
し
た
書
類
（
事
業
計
画
の
変
更
の
協
議
を
申
し
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
変
更
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
）
及
び
次
に
掲

げ
る
事
項
（
事
業
計
画
の
変
更
の
協
議
を
申
し
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
（

都
道
府
県
が
設
置
す
る
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
そ
の
他
次
条
に
規
定
す
る
事
業
計
画
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

予
定
処
理
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
の
地
形
及
び
土
地
の
用
途

二
～
四

（
略
）

五

毎
会
計
年
度
の
工
事
費
の
予
定
額
及
び
そ
の
予
定
財
源

（
国
土
交
通
大
臣
に
協
議
す
る
事
業
計
画
）

第
四
条
の
二

法
第
四
条
第
二
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
業
計
画
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
が
設
置
す
る
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

予
定
処
理
区
域
（
予
定
処
理
区
域
を
拡
張
す
る
変
更
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
変
更
後
の
予
定
処
理
区
域
）
の
面
積
が
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
公
共
下
水
道
の
事

業
計
画
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二

流
域
下
水
道
（
雨
水
流
域
下
水
道
を
除
く
。
）
に
接
続
す
る
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画

三

第
五
条
の
二
第
二
号
（
処
理
施
設
に
係
る
吐
口
の
配
置
の
変
更
以
外
の
変
更
に
限
る
。
）
、
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
変
更
の
み
の
変
更
に
係
る
事
業
計
画

（
協
議
等
を
要
し
な
い
事
業
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

第
五
条
の
二

法
第
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
変
更
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
変
更
以
外
の
も
の
と
す

る
。

一

予
定
処
理
区
域
の
変
更

二

公
共
下
水
道
か
ら
の
放
流
水
の
吐
口
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
主
要
な
管
渠
き
よ
、
処
理
施
設
及
び
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
ポ
ン
プ
施
設
に
係
る
も
の
の
配
置

の
変
更

三

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
主
要
な
管
渠
（
こ
れ
を
補
完
す
る
貯
留
施
設
を
含
む
。
）
の
配
置
、
構
造
又
は
能
力
の
変
更
。
た
だ
し
、
同
一
の
建
築
基
準
法
（
昭
和
二

き
よ

十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
道
路
内
に
お
け
る
位
置
の
変
更
を
除
く
。

四
～
六

（
略
）

（
流
域
下
水
道
に
係
る
事
業
計
画
の
協
議
の
申
出
）

第
十
七
条
の
六

流
域
下
水
道
管
理
者
は
、
法
第
二
十
五
条
の
十
一
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
の
協
議
を
申

し
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
出
書
に
事
業
計
画
を
記
載
し
た
書
類
（
事
業
計
画
の
変
更
の
協
議
を
申
し
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
変
更
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る

書
類
）
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
（
事
業
計
画
の
変
更
の
協
議
を
申
し
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
変
更
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
、
こ
れ

を
国
土
交
通
大
臣
（
次
条
に
規
定
す
る
事
業
計
画
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

流
域
関
連
公
共
下
水
道
の
予
定
処
理
区
域
（
雨
水
流
域
下
水
道
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
予
定
排
水
区
域
。
第
十
七
条
の
九
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ

の
周
辺
の
地
域
の
地
形
及
び
土
地
の
用
途

二
～
四

（
略
）

五

毎
会
計
年
度
の
工
事
費
の
予
定
額
及
び
そ
の
予
定
財
源

六

（
略
）

（
協
議
等
を
要
し
な
い
事
業
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

第
十
七
条
の
九

法
第
二
十
五
条
の
十
一
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
変
更
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
変
更
以

外
の
も
の
と
す
る
。

一

管
渠
（
こ
れ
を
補
完
す
る
貯
留
施
設
を
含
む
。
）
の
配
置
、
構
造
又
は
能
力
の
変
更
。
た
だ
し
、
同
一
の
建
築
基
準
法
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
道
路
内
に
お
け
る

き
よ

位
置
の
変
更
を
除
く
。

二
～
八

（
略
）
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（
都
道
府
県
知
事
が
指
示
す
る
下
水
道
）

第
二
十
四
条
の
三

法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
下
水
道
は
、
工
事
に
関
す
る
指
示
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
次
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
維
持
管
理

に
関
す
る
指
示
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

一

都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
以
外
の
地
方
公
共
団
体
が
管
理
す
る
公
共
下
水
道

二

指
定
都
市
が
管
理
す
る
公
共
下
水
道
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

予
定
処
理
区
域
の
面
積
が
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
の
公
共
下
水
道

ロ

流
域
下
水
道
（
雨
水
流
域
下
水
道
を
除
く
。
）
に
接
続
す
る
公
共
下
水
道

三
・
四

（
略
）

２

（
略
）

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

（
指
定
都
市
の
権
能
）

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九

政
令
で
指
定
す
る
人
口
五
十
万
以
上
の
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
都
道
府
県
が
法
律
又
は
こ
れ
に

基
づ
く
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
処
理
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
三

（
略
）

２

（
略
）

○
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
（
抄
）

（
道
路
の
定
義
）

第
四
十
二
条

こ
の
章
の
規
定
に
お
い
て
「
道
路
」
と
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
幅
員
四
メ
ー
ト
ル
（
特
定
行
政
庁
が
そ
の
地
方
の
気
候
若
し
く
は
風
土
の
特
殊
性

又
は
土
地
の
状
況
に
よ
り
必
要
と
認
め
て
都
道
府
県
都
市
計
画
審
議
会
の
議
を
経
て
指
定
す
る
区
域
内
に
お
い
て
は
、
六
メ
ー
ト
ル
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
以
上
の
も
の
（
地
下
に
お
け
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

一

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
に
よ
る
道
路

二

都
市
計
画
法
、
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
、
旧
住
宅
地
造
成
事
業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
、
都
市
再

開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
、
新
都
市
基
盤
整
備
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の

促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
七
号
）
又
は
密
集
市
街
地
整
備
法
（
第
六
章
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
道
路

三

こ
の
章
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
に
至
つ
た
際
現
に
存
在
す
る
道

四

道
路
法
、
都
市
計
画
法
、
土
地
区
画
整
理
法
、
都
市
再
開
発
法
、
新
都
市
基
盤
整
備
法
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
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措
置
法
又
は
密
集
市
街
地
整
備
法
に
よ
る
新
設
又
は
変
更
の
事
業
計
画
の
あ
る
道
路
で
、
二
年
以
内
に
そ
の
事
業
が
執
行
さ
れ
る
予
定
の
も
の
と
し
て
特
定
行
政
庁
が

指
定
し
た
も
の

五

土
地
を
建
築
物
の
敷
地
と
し
て
利
用
す
る
た
め
、
道
路
法
、
都
市
計
画
法
、
土
地
区
画
整
理
法
、
都
市
再
開
発
法
、
新
都
市
基
盤
整
備
法
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る

住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
又
は
密
集
市
街
地
整
備
法
に
よ
ら
な
い
で
築
造
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
道
で
、
こ
れ
を
築
造

し
よ
う
と
す
る
者
が
特
定
行
政
庁
か
ら
そ
の
位
置
の
指
定
を
受
け
た
も
の

２
～
６

（
略
）

○
公
害
防
止
事
業
費
事
業
者
負
担
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
百
三
十
三
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
害
」
と
は
、
環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
害
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
害
防
止
事
業
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
で
あ
つ
て
、
事
業
者
の
事
業
活
動
に
よ
る
公
害
を
防
止
す
る
た
め
に
事
業
者
に
そ
の
費
用
の
全
部

又
は
一
部
を
負
担
さ
せ
る
も
の
と
し
て
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
も
の
を
い
う
。

一
～
三

（
略
）

四

下
水
道
そ
の
他
の
施
設
で
特
定
の
事
業
者
の
事
業
活
動
に
主
と
し
て
利
用
さ
れ
る
政
令
で
定
め
る
も
の
の
設
置
の
事
業

五

（
略
）

３

（
略
）

○
公
害
防
止
事
業
費
事
業
者
負
担
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
（
抄
）

（
公
害
防
止
事
業
）

第
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

法
第
二
条
第
二
項
第
四
号
の
政
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
（
以
下
「
公
共
下
水
道
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
主
と
し
て
、
当
該

公
共
下
水
道
の
予
定
処
理
区
域
（
同
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
予
定
処
理
区
域
を
い
う
。
）
内
に
工
場
又
は
事
業
場
を
設
置
す
る
事
業
者
の
事
業
活
動
に
係
る
汚
水

（
同
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
汚
水
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
排
除
し
、
又
は
処
理
す
る
も
の
（
以
下
「
特
定
公
共
下
水
道
」
と
い
う
。
）

二

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
（
以
下
「
産
業
廃
棄
物

処
理
施
設
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
主
と
し
て
、
一
定
の
区
域
内
に
工
場
又
は
事
業
場
を
設
置
す
る
事
業
者
で
そ
の
事
業
活
動
に
伴
つ
て
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施

設
に
係
る
産
業
廃
棄
物
（
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
生
ず
る
す
べ
て
の
事
業
者
（
当
該
産
業
廃
棄
物
を
自
ら
処
理
す

る
も
の
及
び
特
別
の
事
情
に
よ
り
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
当
該
産
業
廃
棄
物
を
処
理
す
る

も
の
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５

（
略
）


